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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　作業個所を表す指示手段が被覆層に設けられた被覆電線であって、
　前記指示手段が、前記被覆層の長手方向に沿って所定間隔で設けられた第１マーキング
および第２マーキングを備え、
　前記第１マーキングが前記被覆電線の被覆を剥離する作業位置を表すとともに、前記第
２マーキングが、前記第１マーキングが指示する作業個所において行う作業の作業形態を
表すことを特徴とする電線。
【請求項２】
　前記第１マーキングが、前記第２マーキングとの間における前記作業位置を表すことを
特徴とする請求項１に記載した電線。
【請求項３】
　前記第１マーキングが、枝線を接続する接続位置を表すとともに、前記第２マーキング
が前記枝線の本数および配策方向を示すことを特徴とする請求項１および請求項２のうち
のいずれかに記載した電線。
【請求項４】
　前記第１マーキングおよび前記第２マーキングのうちの少なくとも一方が示温性塗料に
より設けられていることを特徴とする請求項１～請求項３のうちのいずれかに記載した電
線。
【請求項５】
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　幹線となる第１被覆電線の所定位置に、枝線となる第２電線を接続する電線の接続方法
であって、
　あらかじめ前記第１被覆電線における被覆層の長手方向に沿って第１マーキングおよび
第２マーキングを所定間隔で設けておき、
　前記第１マーキングが表す前記被覆電線の被覆を剥離する接続位置に従って前記第２電
線を接続するとともに、
　前記第２マーキングが表す前記接続位置での接続形態に従って前記第２電線を配策する
ことを特徴とする電線の接続方法。
【請求項６】
　請求項５記載した被覆電線の接続方法により製造されたことを特徴とするワイヤハーネ
ス。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、電線、電線の接続方法およびワイヤハーネスに関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来、幹線に枝線を接続する電線の接続方法として一般的なものは、まず、図１１（Ａ）
に示すように、枝線１００の先端１００ａを露出させるとともに幹線１０１の接続個所の
被覆１０１ａに切込み１０２を入れる。
そして、図１１（Ｂ）に示すように、幹線１０１の被覆１０１ａを２０～３０ｍｍ程度ず
らして接続部分１０３を露出させて、枝線１００の先端１００ａを接続部分１０３に半田
や圧着により接続する。
この場合、幹線１０１に切込み１０２を入れる位置は、その都度長さを測って決定する必
要があり、面倒である。
【０００３】
そこで、電線の接続個所に印をつけることが行われるようになってきた（例えば、特許文
献１参照）。
例えば、複数本まとめられて束になっている電線の中から、所望の電線に圧接により他の
電線を接続する場合、圧接位置またはその近傍に、圧接すべき電線であることおよび圧接
位置を指し示すマーキングを設けておき、圧接により他の電線を接続するものである。
これにより、接続すべく電線を誤ることを防止するとともに、所定の位置において接続す
ることができ、作業の効率を改善することができる。
【０００４】
【特許文献１】
特開２００２－１０９９７６号公報（第３、４頁、第２図）
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、前述した技術では、電線における接続個所を示しているだけなので、接続
形態やその他の作業形態等を表示することができず、作業の度にマニュアルを確認しなが
ら作業を行う必要があり、面倒である。
【０００６】
発明は、前述した問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、電線における作業内
容を容易に認識して適正な作業を行うことのできる電線、電線の接続方法およびワイヤハ
ーネスを提供することにある。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　前述した目的を達成するために、本発明にかかる電線は、請求項１に記載したように、
作業個所を表す指示手段が被覆層に設けられた被覆電線であって、前記指示手段が、前記
被覆層の長手方向に沿って所定間隔で設けられた第１マーキングおよび第２マーキングを
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備え、前記第１マーキングが前記被覆電線の被覆を剥離する作業位置を表すとともに、前
記第２マーキングが、前記第１マーキングが指示する作業個所において行う作業の作業形
態を表すことを特徴とする。
　また、本発明にかかる電線は、前記第１マーキングが、前記第２マーキングとの間にお
ける前記作業位置を表すことを特徴とする。
【０００８】
このように構成された電線においては、例えば電線の被覆層に設けられている指示手段で
ある第１マーキングおよび第２マーキングの間で、第２マーキングが示す作業形態の作業
を行うので、マニュアル等を参照することなく所定の位置において所定の作業を間違いな
く行うことができる。
【０００９】
また、本発明にかかる電線は、請求項３に記載したように、請求項１および請求項２のう
ちのいずれかに記載した電線において、前記第１マーキングが、枝線を接続する接続位置
を表すとともに、前記第２マーキングが前記枝線の本数および配策方向を示すことを特徴
としている。
【００１０】
このように構成された電線においては、枝線を接続する幹線の被覆層に設けられている第
１マーキングと第２マーキングの間で、第２マーキングにより示されている本数の枝線を
第２マーキングにより示されている配策方向へ接続するので、幹線に複数本の枝線を、所
定の位置で所定の配策方向へ接続することができる。
【００１１】
また、本発明にかかる電線は、請求項４に記載したように、請求項１～請求項３のうちの
いずれかに記載した電線において、前記第１マーキングおよび前記第２マーキングのうち
の少なくとも一方が示温性塗料により設けられていることを特徴としている。
【００１２】
このように構成された電線においては、第１マーキングおよび第２マーキングの少なくと
も一方が示温性塗料により設けられているので、枝線を幹線に接続する際に半田を用いる
と、示温性塗料を用いている部分が変色する。これにより、半田不良や半田忘れ等を容易
に発見することができる。ここで、示温性塗料とは、一定の温度以上の熱が加わると変色
する塗料を言う。
【００１３】
　また、本発明にかかる電線の接続方法は、請求項５に記載したように、　幹線となる第
１被覆電線の所定位置に、枝線となる第２電線を接続する電線の接続方法であって、あら
かじめ前記第１被覆電線における被覆層の長手方向に沿って第１マーキングおよび第２マ
ーキングを所定間隔で設けておき、前記第１マーキングが表す前記被覆電線の被覆を剥離
する接続位置に従って前記第２電線を接続するとともに、前記第２マーキングが表す前記
接続位置での接続形態に従って前記第２電線を配策することを特徴とする。
【００１４】
このように構成された電線の接続方法においては、あらかじめ枝線である第２電線を接続
する幹線である第１電線の接続位置の被覆層に、第１マーキングと第２マーキングを設け
ておく。そして、この第１マーキングと第２マーキングとの間で、第２電線を第１電線に
接続する。この最、第２マーキングにより示されている接続形態に従って接続するので、
マニュアル等を参照することなく第１電線の所定位置に第２電線を所定の形態で接続する
ことができる。
【００１５】
　また、本発明にかかるワイヤハーネスは、請求項６に記載したように、請求項５に記載
した被覆電線の接続方法により製造されたことを特徴としている。
【００１６】
このように構成されたワイヤハーネスにおいては、幹線である第１電線の接続位置の被覆
層に第１マーキングを設けるとともに接続形態を示す第２マーキングを設けてあるので、
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第１電線の第１マーキングと第２マーキングとの間で、第２マーキングで示される接続形
態に従って枝線である第２電線を接続する。
このため、マニュアル等を参照することなく第１電線の所定位置に第２電線を所定の形態
で接続することができる。
【００１７】
【発明の実施の形態】
以下、本発明に係る電線、電線の接続方法およびワイヤハーネスの第１実施形態を図面に
基づいて詳細に説明する。なお、図１は本発明の第１実施形態に係る電線の拡大図、図２
は本発明の第１実施形態に係る電線の接続方法を示す説明図、図３は接続部分の拡大図で
ある。
【００１８】
図１に示すように、本発明の第１実施形態に係る第１電線である電線１０Ａには、被覆層
１１に第１マーキング２０と第２マーキング３０が所定間隔で設けられている。第１マー
キング２０は、作業位置を示している。具体的には、第１マーキング２０は、第２マーキ
ング３０との間に作業位置があることを示しており、作業範囲１２の一方の限界を示す部
分２０ａを有している。
一方、第２マーキング３０は、作業範囲１２の他方の限界を示すとともに、作業形態を示
している。
図２に示すように、２本のリング３０ａ、３０ａが設けられており、リング３０ａにより
作業内容が第２電線である枝線４０の接続作業であることを示している。同時に、リング
３０ａが２本あることにより、接続すべき枝線４０Ａの本数が２本であることを示してい
る。
【００１９】
従って、本発明にかかる電線の接続方法では、図２に示すように、第１マーキング２０と
第２マーキング３０との間の作業範囲１２内で、幹線である電線１０Ａの被覆層１１をカ
ットして、露出部分１３を設ける。
この露出部分１３に２本の枝線４０Ａの先端４１を重ねて、例えば図３に示すように、ジ
ョイントコネクタ５０のハウジング５１内部に設けられている端子５２を加締めて電線１
０Ａと枝線４０Ａとを圧着接続する。このようにして、ワイヤハーネス６０Ａを作成する
。
【００２０】
以上、前述した電線、電線の接続方法およびワイヤハーネスによれば、電線１０Ａの被覆
層１１に設けられている指示手段である第１マーキング２０および第２マーキング３０の
間で、第２マーキング３０が示す作業形態の作業を行うので、所定の位置において所定の
作業を間違いなく行うことができる。
このとき、マニュアル等の別の資料をみる必要がないので、ワイヤハーネス６０Ａを容易
に作成することができる。
【００２１】
次に、本発明に係る電線、電線の接続方法およびワイヤハーネスの第２実施形態を図面に
基づいて詳細に説明する。図４は本発明の第２実施形態に係る電線の拡大図である。
なお、前述した実施形態と共通する部位には同じ符号を付して、重複する説明を省略する
こととする。
【００２２】
図４に示すように、本発明の第２実施形態に係る電線１０Ｂの被覆層１１には、複数組（
ここでは３組）の第１マーキング２１ａ、２１ｂ、２１ｃと第２マーキング３１ａ、３１
ｂ、３１ｃが設けられている。第１マーキング２１ａ、２１ｂ、２１ｃは、第２マーキン
グ３１ａ、３１ｂ、３１ｃとの間に作業位置があることを示しており、作業範囲１２ａ、
１２ｂ、１２ｃの一方の限界を示す部分を有している。
なお、いずれの第２マーキング３１ａ、３１ｂ、３１ｃにも、リング３２が記載されてい
るので、作業形態は接続作業であり、中央の第２マーキング３１ｂのみリング３２が２本
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描かれているので、接続される枝線４０Ｂが２本あることがわかる。
【００２３】
また、同時に第１マーキング２１に描かれているマーク２２と、この第１マーキング２１
に対して接続される枝線４０Ｂの線端部付近に描かれているマーク３３とが対応するよう
になっている。
例えば、左の接続位置に対応する第１マーキング２１ａのマーク２２ａと枝線４０Ｂのマ
ーク３３ａは、ともに右上斜めハッチングとなっている。また、中央の接続位置では、両
マーク２２ｂ、３３ｂとも右下ハッチング、右の接続位置では両マーク２２ｃ、３３ｃと
も点々模様となっている。
【００２４】
なお、各作業位置１２ａ、１２ｂ、１２ｃにおける電線１０Ｂと枝線４０Ｂとの本発明に
かかる電線の接続方法は、先に第１実施形態で説明したものと全く同様なので、説明を省
略する。
【００２５】
以上、前述した電線、電線の接続方法およびワイヤハーネスによれば、第１マーキング２
１や第２マーキング３１に描かれているマーク３２に描かれている内容に従って作業を行
うことにより、１本の電線１０Ｂに複数箇所において枝線４０Ｂの接続を行う場合でも、
適正な接続作業を行うことができる。
このとき、各接続個所において電線１０Ｂに付されているマーク２２と、枝線４０Ｂに付
されているマーク３３が一致するように接続するので、間違いを防止することができる。
また、マニュアル等の別の資料をみる必要がないので、ワイヤハーネス６０Ｂを容易に作
成することができる。
【００２６】
次に、本発明に係る電線、電線の接続方法およびワイヤハーネスの第３実施形態を図面に
基づいて詳細に説明する。図５は本発明の第３実施形態に係る電線の拡大図である。
なお、前述した実施形態と共通する部位には同じ符号を付して、重複する説明を省略する
こととする。
【００２７】
図５に示すように、本発明の第３実施形態に係る電線１０Ｃの被覆層１１には、第１マー
キング２３と第２マーキング３４が設けられている。第１マーキング２３は所定幅のハッ
チングであり作業範囲１２を示している。また、第２マーキング３４は２本の矢印３４ａ
、３４ａからなり、電線１０Ｃに接続する枝線（図示省略）が２本であることを示すと同
時に、枝線が右方向から配策されることを示している。従って、枝線は、作業範囲１２で
あるハッチング部分から右方向へ配策されることになる。
なお、作業位置１２における電線１０Ｃと枝線との接続方法は、先に第１実施形態で説明
したものと全く同様なので、説明を省略する。
【００２８】
以上、前述した電線、電線の接続方法およびワイヤハーネスによれば、第１マーキング２
３や第２マーキング３４に描かれている内容に従って作業を行うことにより、適正な接続
作業を行うことができる。
このとき、マニュアル等の別の資料をみる必要がないので、ワイヤハーネス６０Ｃを容易
に作成することができる。
【００２９】
なお、第１実施形態～第３実施形態における電線１０Ａ，１０Ｂ，１０Ｃおよび枝線４０
Ａ，４０Ｂは圧着や熱溶着等で接続するが、これらを接続した後の接続部分の保護形態あ
るいは防水形態としては、例えば以下の四通りが考えられる。
１：接続部分を粘着テープ巻き
２：接続部分を半田付けした後に粘着テープ巻き
３：接続部分を半田付けした後にブチルゴム等の止水材で覆い、次いで粘着テープ巻き
４：接続部分をブチルゴム等の止水材で覆った後に粘着テープ巻き
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【００３０】
そして、第１実施形態～第３実施形態における第２マーキング３０，３１，３４は、リン
グや矢印の色，柄、太さ，長さ等を適宜選択することにより、前述した接続部分の保護形
態を示して、作業者に作業形態を指示することも可能である。
【００３１】
また、示温性塗料を用いて第１マーキングや第２マーキングを描くこともできる。この場
合には、電線と枝線とを半田により接合すると半田の熱によって示温性塗料が変色するの
で、半田の忘れや、半田不良を容易に検出できる。
【００３２】
次に、本発明に係る電線、電線の接続方法およびワイヤハーネスの第４実施形態を図面に
基づいて詳細に説明する。図６（Ａ）（Ｂ）は本発明の第４実施形態に係る電線の拡大図
である。
なお、前述した実施形態と共通する部位には同じ符号を付して、重複する説明を省略する
こととする。
【００３３】
図６（Ａ）に示すように、本発明の第４実施形態に係る電線１０Ｄの被覆層１１には、第
１マーキング２４ａと第２マーキング２４ｂとが設けられている。
第１マーキング２４ａはリング状のマークであり、ハッチング部分３６ａが作業範囲とな
る。
第２マーキング２４ｂは一本の矢印からなり、電線１０Ｄに接続する枝線４０Ｄが１本で
あることを示すと同時に、枝線が左方向から配策されることを示している。従って、枝線
４０Ｄは、作業範囲であるハッチング部分３６ａから左方向へ配策されることになる。な
お、ハッチング３６ａは、圧接ジョイントコネクタ５３により接合するという作業形態を
示すものである。
一方、枝線４０Ｄは、電線１０Ｄの第１マーキング２４ａと同様な第１マーキング２４ａ
´が設けられていて、ハッチング３６ｂは、圧接ジョイントコネクタ５３により接合する
という作業形態を示す。
【００３４】
従って、電線１０Ｄと枝線４０Ｄとを接続するには、図６（Ａ）に示すように、電線１０
Ｄの作業範囲１２ａと枝線４０Ｄの作業範囲１２ｂが重なるように電線１０Ｄと枝線４０
Ｄを並べる。そして、図６（Ｂ）に示すように、両者１０Ｄ、４０Ｄを圧接ジョイントコ
ネクタ５３の圧接刃５４により接合する。
すなわち、圧接刃５４は、両作業範囲１２ａ、１２ｂに取り付けられるようにする。
【００３５】
以上、前述した電線、電線の接続方法およびワイヤハーネスによれば、第１マーキング２
４ａや第２マーキング３５ａに描かれている内容に従って作業を行うことにより、適正な
接続作業を行うことができる。
このとき、マニュアル等の別の資料をみる必要がないので、ワイヤハーネス６０Ｄを容易
に作成することができる。
【００３６】
次に、本発明に係る電線、電線の接続方法およびワイヤハーネスの第５実施形態を図面に
基づいて詳細に説明する。図７は本発明の第５実施形態に係る電線の拡大図である。
なお、前述した実施形態と共通する部位には同じ符号を付して、重複する説明を省略する
こととする。
【００３７】
図７に示すように、本発明の第５実施形態に係る電線１０Ｅの被覆層１１には、第１マー
キング２５と第２マーキング３７が設けられている。第１マーキング２５はリングであり
、第２マーキング３７は網掛け模様である。
従って、第１マーキング２５と第２マーキング３７との間が作業範囲１２となる。なお、
第２マーキング３７は作業形態を表しており、網掛け模様は、次作業があることを示して
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いる。
【００３８】
以上、前述した電線、電線の接続方法およびワイヤハーネスによれば、第１マーキング２
５や第２マーキング３７に描かれている内容に従って作業を行うことにより、適正な接続
作業を行うことができる。
このとき、マニュアル等の別の資料をみる必要がないので、ワイヤハーネス６０Ｅを容易
に作成することができる。
【００３９】
次に、本発明に係る電線、電線の接続方法およびワイヤハーネスの第６実施形態を図面に
基づいて詳細に説明する。図８（Ａ）（Ｂ）は本発明の第６実施形態に係る電線の拡大図
である。なお、前述した実施形態と共通する部位には同じ符号を付して、重複する説明を
省略することとする。
【００４０】
図８（Ａ）に示すように、本発明の第６実施形態に係る電線１０Ｆの被覆層１１には、第
１マーキング２６と第２マーキング３８が設けられている。
第１マーキング２６はリング状のマークである。第２マーキング３８は作業形態を示す文
字「Ｄ５０」であり、「Ｄ」により防水処理を指示し、「５０」により防水栓の種類を示
している。
従って、図８（Ｂ）に示すように、第１マーキング２６と第２マーキング３８との間に、
「５０」で示されるグロメット７０を装着する。
【００４１】
以上、前述した電線、電線の接続方法およびワイヤハーネスによれば、第１マーキング２
６や第２マーキング３８に描かれている内容に従って作業を行うことにより、適正な接続
作業を行うことができる。このとき、マニュアル等の別の資料をみる必要がないので、容
易に作業することができる。
【００４２】
なお、本発明の電線、電線の接続方法およびワイヤハーネスは、前述した各実施形態に限
定されるものでなく、適宜な変形、改良等が可能である。
例えば、前述した各実施形態では、第１マーキング２０、２１、２３、２４、２５、２６
の記号として図９（Ａ）に示す三角形状や図９（Ｂ）に示すリング状のマークを例示した
が、これらに限定するものではなく、その他図９（Ｃ）に示すような丸や、図９（Ｄ）に
示すような四角形等を例示することができる。
また、第２マーキング３０、３１、３４、３５、３７、３８の記号としては、図１０（Ａ
）に示すような太さや色を変化させたリング状のマークや、図１０（Ｂ）および図１０（
Ｃ）に示すような破線や一点鎖線等のリング等画例示できる。さらに、種々のリングの組
み合わせや、文字等でも良い。
【００４３】
【発明の効果】
以上、説明したように、本発明にかかる電線、電線の接続方法およびワイヤハーネスによ
れば、電線の被覆層に設けられている指示手段である第１マーキングが指示する個所にお
いて、第２マーキングが示す作業形態の作業を行うので、所定の位置において所定の作業
を間違いなく行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る電線、電線の接続方法およびワイヤハーネスの第１実施形態を示す
説明図である。
【図２】第１マーキングと第２マーキングの説明である。
【図３】電線に枝線を接続する状態を示す説明図である。
【図４】本発明に係る電線、電線の接続方法およびワイヤハーネスの第２実施形態を示す
説明図である。
【図５】本発明に係る電線、電線の接続方法およびワイヤハーネスの第３実施形態を示す
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説明図である。
【図６】（Ａ）（Ｂ）は、本発明に係る電線、電線の接続方法およびワイヤハーネスの第
４実施形態を示す説明図である。
【図７】本発明に係る電線、電線の接続方法およびワイヤハーネスの第５実施形態を示す
説明図である。
【図８】（Ａ）（Ｂ）は、本発明に係る電線、電線の接続方法およびワイヤハーネスの第
６実施形態を示す説明図である。
【図９】（Ａ）～（Ｄ）は、第１マーキングの例である。
【図１０】（Ａ）～（Ｃ）は、第２マーキングの例である。
【図１１】（Ａ）（Ｂ）は、従来のより一般的な電線の接続方法を示す説明図である。
【符号の説明】
１０　電線（第１電線）
１１　被覆層
２０、２１、２３、２４、２５、２６　第１マーキング（指示手段）
３０、３１、３４、３５、３７、３８　第２マーキング（指示手段）
４０　枝線（第２電線）
６０　ワイヤハーネス

【図１】

【図２】

【図３】



(9) JP 4522053 B2 2010.8.11

【図４】 【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】
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